
高齢者・障がい者等の

消費者トラブルを防ぐために

令和５年２月７日
松山市役所本館

11階会議室

NPO法人えひめ消費者ネット理事・検討委員
消費生活アドバイザー・消費生活相談員

遠山利恵子

令和４年度愛媛県委託事業
「市町消費者安全確保地域協議会構成員研修」



1. 自分は大丈夫をやめよう
2. 消費者安全確保地域協議会とは
3. 愛媛県内の特殊詐欺被害の傾向
4. 高齢者とまわりの方に気を付けて
ほしい消費者トラブル最新１０選

5. クーリング・オフ、相談窓口の紹介

講座内容
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「のーさぎチェックKP3」
京都府警察本部・京都府立医科大学共同開発

還付金詐欺やキャッシュカー
ド詐欺盗にあっても被害額を
最小限に抑えることができる

キャッシュカードの利
用限度額を引き下げる

対策



「のーさぎチェックKP3」 京都府警察本部・京都府立医科大学共同開発



「のーさぎチェックKP3」 京都府警察本部・京都府立医科大学共同開発





「自分もだまされるかも知れ
ない」と普段から心得ておく

人の助言を素直に受け
入れることができる

被害を未然に防げる

詐欺の被害にあわないために



➢ 地域協議会は、多様な見守りの担い手が日々の
見守りの中で発見した消費者被害の端緒情報を、
確実に消費生活センターへの相談へとつないで
いただくための見守りネットワークです。

➢ 高齢者の消費者被害が深刻化する中、2014年
6月に消費者安全法が改正され、高齢者や障が
い者等の消費生活上特に配慮を要する消費者を
見守るため、地域において、消費者安全確保地域
協議会（見守りネットワーク）を組織することがで
きると規定されました。

消費者安全確保地域協議会とは？



全国の設置状況
消費者安全確保地域協議会設置済地方公共団体 [2022年12月末日現在]

協議会設置自治体数:416自治体
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